
平
成
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七
年
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五
日
受
領
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一
八
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四
三
号

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
訪
問
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
訪
問
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
平
成
二
十
七
年
六
月
五
日
か
ら
六
日
ま
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
訪
問
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。

二
に
つ
い
て

日
露
関
係
に
つ
い
て
は
、
政
治
対
話
を
継
続
し
つ
つ
、
我
が
国
の
国
益
に
資
す
る
よ
う
進
め
て
い
く
と
の
方
針
に
変
わ
り

は
な
く
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
訪
問
が
日
露
関
係
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
関
す
る
問
題
の
平
和
的
解
決
の
た
め
に
ロ
シ
ア
が
積
極
的
か
つ
明
確
な
行
動
を
行
う
場
合

に
は
、
我
が
国
が
講
じ
た
措
置
を
緩
和
又
は
解
除
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
明
確
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
、
現
時
点
で
は
、
停
戦
合
意
の
履
行
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
措
置
の
解
除
は
時
期
尚
早
で
あ

る
。


